
「ご意見・ご要望」解決のためのしくみ
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◎目的

社会福祉法人陸美会が福祉サービスに関する利用者からの苦情に適切に対応し、利用者個人の権利を擁護するとと

もに、利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう苦情の解決方法について一定のルールを設け、円滑・円満に

苦情の解決を図ることを目的とします。

◎解決

①解決するための体制について

当園の提供する保育サービスに関する苦情・ご要望等を解決するために、園に苦情解決責任者、苦情受付担当者を

設けています。

●解決責任者 : 園長 小倉千賀

●受付担当者 : 主任保育士 中川晴美

②解決するための第三者委員について

苦情解決の客観性及び中立･公立性を確保し、利用者の立場、特性に配慮した適切な対応を行うため、法人に複数

の第三者委員を設置します。

●民生児童委員

●第三者委員 ： 亀田光男（那賀民生委員・児童委員 会長）

土橋和子（那賀民生委員・児童福祉部長）

藤田純子（那賀民生委員・主任児童委員）

◎申し出

１．要望等は、園に設置しているご意見箱に入れていただくか、当園の受付担当者にお申し出いただきます。

２．解決責任者である当園園長へ直接、申し出ていただくこともできます。

３．当園でお願いしている第三者委員へ直接、申し出ていただくこともできます。

◎解決の記録と報告

苦情解決の記録、報告は次のとおりとなります。

（１）苦情受付担当者は苦情受付から解決・改善までの経過と結果について苦情受付書に記録する。

（２）苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。

（３）苦情解決責任者は苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期

間経過後に苦情結果報告書により報告する。

◎解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人からの苦情に対し、誠意を持って迅速に話し合いに応じるとともに、苦情受付後の

経過、検討状況等について随時苦情申出人に連絡・報告する。

その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。話し合いの

結果は、話し合い結果記録書に記録しておく。


